
大和市告示第１６号 

大和市保育所等整備事業費補助金交付要綱等の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和６年２月５日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市保育所等整備事業費補助金交付要綱等の一部を改正する要綱 

 （大和市保育所等整備事業費補助金交付要綱の一部改正） 

第１条 大和市保育所等整備事業費補助金交付要綱（平成２９年大和市告示第９５号）の一部を次

のように改正する。 

第１条中「保育所等整備交付金交付要綱（平成３０年５月８日厚生労働省発子０５０８第１号

厚生労働事務次官通知「保育所等整備交付金の交付について」を「就学前教育・保育施設整備交

付金交付要綱（令和５年８月２２日こ成事第４６６号こども家庭庁長官通知「就学前教育・保育

施設整備交付金の交付について」に改める。 

第２条第２号中「国要綱別表１－５又は別表１－６」を「前号」に改め、同条第３号中「別表

１－７」を「別表１－４」に改め、同条第４号中「別表１－８」を「別表１－５」に改める。 

第５条第３号及び第８条ただし書中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 

別表第１補助事業の欄中「第８項（１）ア」を「第８項（１）①」に、「第８項（１）イ」を

「第８項（１）②」に、「第８項（３）ア」を「第８項（４）①」に、「第８項（３）イ」を

「第８項（４）②」に、「第８項（４）」を「第８項（５）」に、「第８項（５）」を「第８項

（６）」に改め、同表補助基準額の欄中「別表２－１」、「別表２－２」、「別表２－８」及び

「別表２－９」を削り、「交付基準額」を「交付額」に、「別表１－７に定める基準額」を「に

基づき算出した交付額」に、「別表１－８に定める基準額」を「に基づき算出した交付額」に改

める。 

 （大和市賃貸物件による保育所等整備事業費補助金交付要綱の一部改正） 

第２条 大和市賃貸物件による保育所等整備事業費補助金交付要綱（平成２２年大和市告示第４５

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「平成３０年１０月１７日厚生労働省発子１０１７第５号厚生労働事務次官通知」を

「令和５年１０月１２日こ成事５２０号こども家庭庁長官通知」に改める。 

第２条第１号中「第３項第１４号」を「第３項第１２号」に改める。 

第５条第４号中「５００，０００円（第２条第２号に掲げる事業にあっては、３００，０００

円）」を「３００，０００円」に、「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 



第９条第１項ただし書中「５００，０００円以上（第２条第２号に掲げる事業にあっては、

３００，０００円以上）」を「３００，０００円以上」に改め、「厚生労働大臣」を「こども家

庭庁長官」に改める。 

 （大和市認定こども園整備事業費補助金交付要綱の一部改正） 

第３条 大和市認定こども園整備事業費補助金交付要綱（平成２６年大和市告示第４２号）の一部

を次のように改正する。 

第１条中「保育所等整備交付金交付要綱（平成３０年５月８日厚生労働省発子０５０８第１

号厚生労働事務次官通知「保育所等整備交付金の交付について」を「就学前教育・保育施設整

備交付金交付要綱（令和５年８月２２日こ成事第４６６号こども家庭庁長官通知「就学前教

育・保育施設整備交付金の交付について」に、「）、」を「）及び」に、「平成３０年１０月

１７日厚生労働省発子１０１７第５号厚生労働事務次官通知」を「令和５年１０月１２日こ成

事第５２０号こども家庭庁長官通知」に改め、「及び認定こども園施設整備交付金交付要綱

（平成２７年５月２１日文部科学大臣裁定）並びに神奈川県認定こども園施設整備交付金交付

要綱（平成２９年２月２日施行。以下「県整備要綱」という。）」を削る。 

第２条中第４号から第６号までを削り、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の

次に次の１号を加える。 

(2) 保育所型認定こども園 法第３条第１項の規定による認定を受けた保育所をいう。 

第４条中「学校法人又は社会福祉法人」を「国整備要綱第６項に規定する設置主体」に改め

る。 

第８条第４号中「５００，０００円」を「３００，０００円」に改める。 

第１１条中「第３項第１４号」を「第３項第１２号」に改め、同条第２号中「就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に

基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基

準」を「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二

項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関

する基準」に改める。 

第１２条第１項中「１０年間」を「５年間」に改め、同項ただし書中「財産処分の制限のあ

る財産に関するものについては、当該財産の処分が終了する」を「補助事業により取得し、又

は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日

又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）第

１４条第１項第２号の規定によりこども家庭長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅



い日」に改め、同条第２項を削る。 

別表第１を次のように改める。 



別表第１（第３条、第５条関係） 

対象施設 整備区分 補助事業 補助基準額 

幼保連携型認定こ

ども園及び保育所

型認定こども園 

創設、増築

及び増改築 

国整備要綱第８項第２

号①ア若しくはイ又は

同号②ア若しくはイに

規定する施設整備事業 

国整備要綱に基づき算定した交

付額に、２（国整備要綱第８項

第２号①ア又はイに規定する施

設整備事業にあっては、２分の

３）を乗じて得た額 

大規模修繕

等 

防音壁整備 国整備要綱第８項第５

号に規定する施設整備

事業 

国整備要綱に基づき算定した交

付額に２を乗じて得た額 

防犯対策の

強化に係る

整備 

国整備要綱第８項第６

号に規定する施設整備

事業 

国整備要綱に基づき算定した交

付額に２を乗じて得た額 

幼稚園型認定こど

も園 

創設、増築

及び増改築 

国整備要綱第８項第２

号②ウに規定する施設

整備事業 

国整備要綱に基づき算定した交

付額に２を乗じて得た額 

大規模修繕

等 

防音壁整備 国整備要綱第８項第５

号に規定する施設整備

事業 

国整備要綱に基づき算定した交

付額に２を乗じて得た額 

防犯対策の

強化に係る

整備 

国整備要綱第８項第６

号に規定する施設整備

事業 

国整備要綱に基づき算定した交

付額に２を乗じて得た額 



幼保連携型認定こ

ども園、幼稚園型

認定こども園又は

小規模保育事業へ

の移行を希望する

長時間預かり保育

等実施幼稚園 

改修費等 国要綱第３項第12号に

規定する保育所等改修

費等支援事業であっ

て、長時間預かり保育

の実施に必要な改修を

行う事業 

国要綱に基づき算定した交付額

に２分の３を乗じて得た額 



附 則  

 この要綱は、公表の日から施行する。 


